
田

村

耀

郎

教
授

略

歴

一
九
四
五
年

三
月

大
分
県
に
生
ま
れ
る

一
九
六
三
年

四
月

京
都
大
学
法
学
部
入
学

一
九
六
八
年

三
月

京
都
大
学
法
学
部
卒
業

一
九
六
八
年

四
月

名
古
屋
大
学
大
学
院
法
学
研
究
科
修
士
課
程

(

私
法
学
専
攻)

入
学

一
九
七
○
年

三
月

名
古
屋
大
学
大
学
院
法
学
研
究
科
修
士
課
程

(

私
法
学
専
攻)

修
了

(

法
学
修
士)

一
九
七
○
年

四
月

名
古
屋
大
学
大
学
院
法
学
研
究
科
博
士
課
程

(

私
法
学
専
攻)

入
学

一
九
七
六
年

三
月

名
古
屋
大
学
大
学
院
法
学
研
究
科
博
士
課
程

(

私
法
学
専
攻)

単
位
取
得
退
学

職

歴

一
九
七
六
年

四
月

岐
阜
経
済
大
学
専
任
講
師

(

経
済
学
部)

(

一
九
七
九
年
三
月
ま
で)

一
九
七
九
年

四
月

島
根
大
学
専
任
講
師

(

法
文
学
部)

(

一
九
八
○
年
三
月
ま
で)

一
七
七



一
九
八
○
年

四
月

島
根
大
学
助
教
授

(

法
文
学
部)

(

一
九
八
六
年
三
月
ま
で)

一
九
八
六
年

四
月

島
根
大
学
教
授

(

法
文
学
部)

(

二
○
○
四
年
三
月
ま
で)

一
九
八
八
年

四
月

島
根
大
学
大
学
院
法
学
研
究
科
兼
担
当

(

一
九
九
七
年
三
月
ま
で)

一
九
九
二
年
一
○
月

島
根
大
学
法
文
学
部
法
学
科
代
表

(

一
九
九
三
年
九
月
ま
で)

一
九
九
三
年
一
○
月

島
根
大
学
法
文
学
部
法
学
科
長

(

一
九
九
四
年
九
月
ま
で)

一
九
九
五
年

四
月

島
根
大
学
法
文
学
部
法
学
科
長

(

一
九
九
六
年
三
月
ま
で)

一
九
九
七
年

四
月

島
根
大
学
人
文
社
会
科
学
研
究
科
兼
担

(

二
○
○
四
年
三
月
ま
で)

二
○
○
四
年

四
月

島
根
大
学
大
学
院
法
務
研
究
科
教
授

(

二
○
○
七
年
三
月
ま
で)

学
会
・
社
会
活
動

一
九
六
八
年

四
月

日
本
私
法
学
会
会
員

(

現
在
に
至
る)

一
九
七
九
年

四
月

中
四
国
法
政
学
会
会
員

(

現
在
に
至
る)

一
九
九
八
年

四
月

平
田
市
情
報
公
開
懇
話
会
委
員

(
一
九
九
九
年
八
月
ま
で)

一
九
九
九
年

九
月

平
田
市
情
報
公
開
審
査
会
委
員

(

二
○
○
五
年
三
月
ま
で)

二
○
○
○
年

四
月

島
根
県
建
設
工
事
紛
争
審
査
会
委
員

(

二
○
○
一
年
三
月
ま
で)

二
○
○
一
年

四
月

島
根
県
建
設
工
事
紛
争
審
査
会
委
員
長

(

二
○
○
二
年
四
月
ま
で)

二
○
○
二
年

四
月

島
根
県
地
方
労
働
委
員
会
公
益
委
員

(

会
長
代
理)

(
二
○
○
七
年
三
月)

一
七
八



二
○
○
二
年

四
月

島
根
県
社
会
福
祉
協
議
会
島
根
県
運
営
適
正
化
委
員
会
委
員
長

(

二
○
○
六
年
十
一
月
ま
で)

研

究

業

績

Ⅰ

著
書

１

甲
斐
道
太
郎
、
石
田
喜
久
夫
編

『

民
法
教
室

(

二)

―
債
権
―』

(

共
著)

(

法
律
文
化
社

一
九
八
一
年
十
一
月)

２

本
城
武
雄
、
目
崎
哲
久
編

『

民
法
総
則』

(

共
著)
(

嵯
峨
野
書
院

一
九
九
六
年
四
月)

３

甲
斐
道
太
郎
、
石
田
喜
久
夫
編

『

新
民
法
教
室
Ⅱ

(

第
二
版)』

(

共
著)

(

法
律
文
化
社

一
九
九
七
年
四
月)

４

本
城
武
雄
、
目
崎
哲
久
編

『

民
法
総
則
(

改
訂
版)』

(

共
著)

(

嵯
峨
野
書
院

二
○
○
一
年
四
月)

Ⅱ

論
文

１

フ
ラ
ン
ス
民
法
に
お
け
る
他
人
の
物
の
売
買

(
一)

(

単
著)

(

名
古
屋
大
学
法
政
論
集
六
二
号

一
九
七
四
年
一
○
月)

２

フ
ラ
ン
ス
民
法
に
お
け
る
他
人
の
物
の
売
買

(

二)
(

単
著)

(

名
古
屋
大
学
法
政
論
集
六
九
号

一
九
七
六
年
一
二
月)

３

双
務
契
約
の
不
履
行
解
除
に
よ
る
原
状
回
復
義
務
と
保
証
人
の
責
任

(

単
著)

(

岐
阜
経
済
大
学
論
集
第
一
三
巻
四
号

一
九
七
九

年
一
二
月)

４

フ
ラ
ン
ス
民
法
と
比
較
法

(

単
著)

(

島
大
法
学
第
二
三
巻
二
号

一
九
八
○
年
二
月)

５

他
人
の
物
の
処
分
行
為
と
担
保
の
義
務
―
無
権
代
理
人
の
売
買
と
本
人
の
相
続
に
つ
い
て

(

単
著)

(

名
古
屋
大
学
法
政
論
集
八
八

号

一
九
八
一
年
八
月)

一
七
九



６

期
待
権
及
び
未
必
の
権
利
に
つ
い
て
の
一
考
察

(

一)
(

単
著)

(

島
大
法
学
第
二
六
巻
二
・
三
号

一
九
八
三
年
二
月)

７

期
待
権
及
び
未
必
の
権
利
に
つ
い
て
の
一
考
察

(

二)
(

単
著)

(

島
大
法
学
第
二
七
巻
三
号

一
九
八
四
年
二
月)

８

期
待
権
及
び
未
必
の
権
利
に
つ
い
て
の
一
考
察

(

三)
(

単
著)

島
大
法
学
第
二
八
巻
二
号

一
九
八
四
年
十
一
月)

９

フ
ラ
ン
ス
訪
問
販
売
法
に
お
け
る
ク
ー
リ
ン
グ
・
オ
フ

(

単
著)
(

島
大
法
学
第
二
八
巻
三
号

一
九
八
五
年
二
月)

10

契
約
と
不
確
実
性

(

単
著)

(

島
大
法
学
第
二
九
巻
三
号

一
九
八
六
年
二
月)

11

所
有
権
留
保
論
へ
の
一
視
点

(

単
著)

(

島
大
法
学
第
三
○
巻
臨
時
増
刊
号

一
九
八
七
年
三
月)

12

和
解
の

｢

確
定
効｣

(
単
著)

(

島
大
法
学
第
三
五
巻
四
号

一
九
九
二
年
二
月)

13

要
物
契
約
の
予
約

(

単
著)

(
名
古
屋
大
学
法
政
論
集
一
八
六
号

二
○
○
一
年
三
月)

14

契
約
の

｢

適
応｣

(

単
著)

(

島
大
法
学
第
四
七
巻
一
号

二
○
○
三
年
六
月)

15

和
解
の
錯
誤

(

単
著)

(

名
古
屋
大
学
法
政
論
集
二
○
一
号

二
○
○
四
年
三
月)

Ⅲ

そ
の
他
∧
判
例
研
究
等
∨

１

他
人
の
権
利
の
売
主
の
担
保
責
任
と
債
務
不
履
行
責
任

(

単
著)

(

ジ
ュ
リ
ス
ト
別
冊

｢

不
動
産
取
引
判
例
百
選｣

増
補
版

一
九

七
七
年
三
月)

２

フ
ラ
ン
ス
の
比
較
法
研
究

(

一)

、(

二)
(

単
著)

(

岐
阜
経
済
大
学
論
集
第
十
一
巻
一
・
二
号

一
九
七
七
年
六
月)

３

現
代
民
法
学
と
法
律
家

(

共
著)

(

法
と
民
主
主
義
第
一
二
三
号

一
九
七
七
年
一
二
月)

４

現
代
法
学
入
門

(

単
著)

(

島
根
大
学
法
学
研
究
会
編

(

第
一
法
規)
一
九
八
二
年
一
○
月)

５

期
待
権
及
び
未
必
の
権
利
に
つ
い
て
の
一
考
察
―
売
買
の
一
方
の
予
約
と
の
関
連
で

(

単
著)

(

私
法
第
四
七
号

一
九
八
五
年
七

一
八
〇



月)
６

｢
和
解
論｣

を
読
む

(

単
著)

(

梅
博
士
顕
彰
碑
建
立
の
記
録

一
九
九
二
年
六
月)

７

割
販
法
六
条
一
項
一
号
の｢

通
常
の
使
用
料｣

(

単
著)

(

消
費
者
取
引
判
例
百
選(

ジ
ュ
リ
ス
ト
一
三
五
号)

一
九
九
五
年
十
一
月)

８

フ
ラ
ン
ス
留
学
の
成
果
―
和
解
論
と
そ
の
意
義

(

単
著)

(

法
律
時
報
八
六
七
号

一
九
九
八
年
六
月)

９

梅
謙
次
郎

『
日
本
法
和
解
論
完』

(

単
著)

(『

民
法
学
説
百
年
史』

三
省
堂

一
九
九
九
年
十
二
月)

10

実
務
研
修
報
告

(
単
著)

(

島
大
法
学
四
六
巻
四
号

二
○
○
三
年
二
月)

一
八
一


